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7３ ドイツ法における反論請求権(四。完）（安次富）

四
掲
載
請
求

因
掲
載
義
務
の
例
外

四
反
論
請
求
権
の
内
容

ロ
原
記
事

口
反
論
文

Ｈ
請
求
権
者
と
掲
載
義
務
者
（
以
上
。

曰
反
論
請
求
権
と
名
誉
殺
損
的
事
実
主
張
の
取
消
請
求
権

山
反
一
論
請
求
権
と
基
本
法

反
論
請
求
権
の
成
立
要
件

。
反
論
請
求
権
の
法
的
性
質

、
反
論
請
求
権
の
史
的
発
展

反
論
請
求
権
の
基
礎

序目

ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
反
論
請
求
権

次

八
号
）

（
四
。
完
）

安
次
富
哲
雄
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Ｈ
反
論
文
掲
載
義
務
の
履
行

ロ
請
求
さ
れ
た
反
論
の
拒
否

曰
付
随
的
問
題
（
以
上
・
二
九
号
）

五
反
論
請
求
権
の
実
現

Ｈ
通
常
裁
判
所
へ
の
出
訴
と
仮
処
分
手
続

口
管
轄
権

曰
特
別
な
訴
訟
要
件
と
し
て
の
掲
載
請
求
の
拒
否

四
裁
判
手
続

因
強
制
執
行

内
弁
護
士
費
用

六
放
送
、
映
画
に
対
す
る
反
論
請
求
権

Ｈ
放
送

口
映
画
（
以
上
・
’
一
二
号
）

七
結
び
（
以
下
・
本
号
）

Ｈ
ま
と
め

口
立
法
論
的
提
言

曰
解
釈
論
の
試
み
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Ｈ
ま
と
め

山
序
こ
こ
で
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
の
ま
と
め
を
し
た
う
え
で
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
、
日
本
法
の
下
で
、
反
論
権
の

問
題
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
の
立
法
論
的
・
解
釈
論
的
提
言
を
行
う
こ
と
と
す
る
。
た
だ
し
、
ま
と
め
に
関
し
て
は
、
一
一
、
三
の
重

妾
な
点
に
つ
い
て
の
み
こ
こ
で
行
い
、
反
論
権
の
具
体
的
内
容
の
細
部
に
わ
た
る
ま
と
め
は
、
そ
の
概
略
を
図
表
化
し
て
本
稿
の
末

尾
に
掲
げ
て
あ
る
の
で
、
そ
れ
を
も
っ
て
か
え
る
こ
と
と
す
る
（
表
Ｉ
、
表
Ⅱ
参
照
）
。

②
ド
イ
ツ
法
的
反
論
権
の
長
短
前
述
し
た
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
法
の
反
論
権
の
特
色
は
、
ま
ず
、
反
論
の
許
さ
れ
る
対
象
が
、

原
記
事
中
の
事
実
を
記
載
し
た
部
分
で
あ
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、
反
論
で
も
事
実
記
載
に
限
ら
れ
る
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
フ
ラ

ン
ス
法
が
、
原
記
事
、
反
論
双
方
に
つ
い
て
、
事
実
の
み
な
ら
ず
、
意
見
、
批
評
等
の
価
値
判
断
を
も
反
論
の
対
象
と
し
て
い
る
の

と
著
し
い
対
照
を
な
し
て
い
る
。
ド
イ
ツ
法
の
下
に
お
け
る
反
論
は
、
あ
る
事
実
が
真
実
に
反
す
る
（
虚
偽
）
と
い
う
こ
と
を
内
容

と
す
る
の
で
、
訂
正
的
で
あ
る
と
も
い
え
る
。
ま
た
、
反
論
は
、
事
実
が
真
実
に
反
す
る
と
い
う
こ
と
を
要
件
と
し
て
お
ら
ず
、
し

た
が
っ
て
、
裁
判
所
等
に
よ
る
真
実
に
反
す
る
こ
と
の
認
定
に
基
づ
く
こ
と
な
く
許
さ
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、
反
論
権
者
の
側

か
ら
す
る
主
観
的
な
判
断
に
よ
る
訂
正
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
間
違
い
を
正
し
く
直
す
こ
と
を
訂
正
と
い
う
一
般
的
用
語

法
か
ら
す
る
と
、
反
論
は
、
客
観
的
に
確
定
さ
れ
た
虚
偽
性
を
前
提
と
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
訂
正
と
は
言
え
な
い
。
そ
の

意
味
で
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
用
語
と
し
て
は
、
「
反
論
」
、
「
反
論
権
」
と
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
こ
と
は
前
述
し
た
通
り
で
あ

こ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
、
ド
イ
ツ
法
的
反
論
権
と
フ
ラ
ン
ス
法
的
反
論
権
の
長
短
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
人
格

権
侵
害
は
、
事
実
の
公
表
に
よ
る
場
合
の
み
な
ら
ず
、
意
見
、
批
評
に
よ
っ
て
も
可
能
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
反
論
権
の
主
た
る
機

る
。

七
結
び

１
ま
と
め
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能
は
、
人
格
権
保
護
で
あ
る
の
で
、
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
す
れ
ば
ド
イ
ツ
法
的
反
論
権
は
、
不
十
分
で
あ
る
と
も
い
え
壷
な

ぜ
な
ら
、
こ
の
よ
う
な
反
論
権
は
、
意
見
、
批
評
に
よ
る
人
格
権
侵
害
の
場
合
に
は
、
機
能
し
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
フ

ラ
ン
ス
法
的
反
論
権
の
下
で
は
、
反
論
権
が
濫
用
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
そ
の
結
果
、
新
聞
・
雑
誌
等
が
、
反
論
を
回
避
す
る
た

め
、
論
評
を
差
し
控
え
る
可
能
性
が
あ
り
、
ま
た
、
新
聞
・
雑
誌
等
の
編
集
権
、
財
産
権
が
侵
害
さ
れ
る
恐
れ
が
大
で
あ
る
。
さ
ら

に
ま
た
、
意
見
、
批
評
等
に
対
す
る
反
論
を
認
め
る
こ
と
に
よ
り
、
新
聞
等
が
目
由
な
論
評
を
逃
避
す
る
に
い
た
る
こ
と
は
、
言
論

の
自
由
の
侵
害
で
あ
り
、
ま
た
、
民
主
主
義
社
会
の
存
続
を
危
う
く
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
、
ド
イ
ツ
法
的
反
論
権
は
、
論

評
を
差
し
控
え
た
り
す
る
こ
と
な
く
、
ま
た
、
新
聞
・
雑
誌
等
の
一
編
集
権
、
財
産
権
の
侵
害
の
危
険
も
、
フ
ラ
ン
ス
法
的
反
論
権
に
比

べ
小
さ
い
、
と
い
う
利
点
が
指
摘
さ
れ
う
る
。
し
か
し
、
ド
イ
ツ
法
的
反
論
権
は
、
事
実
と
意
見
、
批
評
等
の
価
値
判
断
と
の
区
別

が
困
難
で
あ
る
、
と
い
う
難
点
も
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
人
格
権
を
侵
害
す
る
度
合
は
、
事
実
の
方
が
、
意
見
、
批
評
等
の
価
値
判
断
よ
り
も
大
で
あ
る
の
で
、
ド
イ
ツ
法
的

反
論
権
は
、
人
格
権
保
護
の
観
点
か
ら
も
、
か
な
ら
ず
し
も
不
十
分
で
は
な
い
と
い
え
よ
う
。
事
実
を
挙
げ
た
う
え
で
の
判
断
・
批
評
に
し
て

も
、
そ
の
事
実
部
分
に
対
し
て
は
、
反
論
で
き
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
う
で
な
い
、
単
な
る
意
見
、
批
評
に
よ
る
人
格
権
侵
害
に
対
し
て
は
、

反
論
に
よ
る
救
済
を
受
け
ら
れ
な
い
が
、
そ
の
場
合
に
は
、
不
法
行
為
に
よ
る
救
済
を
も
っ
て
満
足
す
べ
き
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
事
実
と
価
値
判
断
の
区
別
が
困
難
で
あ
る
と
い
う
難
点
も
あ
る
こ
と
は
否
定
し
え
な
い
。
し
か
し
、
判
例
な
ど
の
集
積
に
よ

り
、
自
ず
か
ら
、
そ
の
判
断
基
準
が
形
成
さ
れ
う
る
の
で
、
致
命
的
な
欠
点
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
ド
イ
ツ
法
的
反
論
権
の
下
で

も
、
新
聞
・
雑
誌
等
の
編
集
権
、
財
産
権
の
侵
害
問
題
が
、
全
く
解
消
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
回
避

す
る
た
め
に
、
反
論
掲
載
後
、
反
論
の
内
容
が
、
真
実
に
反
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
き
に
は
、
新
聞
等
は
掲
載
費
用
を
反

論
権
者
か
ら
、
償
還
し
う
る
と
い
う
よ
う
な
手
当
を
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
（
人
格
権
保
護
法
案
一
条
一
項
、
一
九
五
九
年
の
民
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法
改
正
草
案
二
○
条
五
項
参
照
）
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
ド
イ
ツ
法
的
反
論
権
の
方
が
、
よ
り
妥
当
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

③
本
来
的
・
典
型
的
反
論
権
）
こ
こ
で
問
題
と
さ
れ
て
い
る
反
論
権
は
、
原
報
道
の
不
真
実
性
、
違
法
性
、
有
資
性
（
故
意
・

過
失
）
な
ど
を
要
件
と
せ
ず
、
ま
た
被
影
響
者
へ
の
損
害
発
生
を
も
要
し
な
い
。
こ
の
反
論
権
は
、
一
定
の
形
式
的
要
件
を
満
た
し

て
お
れ
ば
、
原
則
と
し
て
発
生
す
る
点
（
形
式
性
）
に
特
徴
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
ド
イ
ツ
法
で
い
え
ば
、
報
道
に
よ
り
「
影
響
さ
れ

て
い
る
こ
と
」
（
団
の
茸
・
寓
目
⑫
の
曰
）
が
主
た
る
要
件
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
要
件
の
形
式
性
が
特
徴
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
反
論
権

を
本
来
的
・
典
型
的
反
論
権
と
呼
ん
で
お
く
。
西
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
を
は
じ
め
多
く
の
国
で
、
立
法
に
よ
り
認
め
ら
れ
て
い
る
の

は
、
こ
の
本
釆
的
・
典
型
的
反
論
権
で
あ
る
。
こ
の
本
来
的
・
典
型
的
反
論
権
は
、
妨
害
排
除
請
求
権
で
も
な
く
、
ま
た
不
法
行
為

の
効
果
と
し
て
の
原
状
回
復
請
求
権
で
も
な
い
。
し
か
し
、
反
論
権
に
は
、
そ
れ
以
外
に
、
原
報
道
の
不
真
実
性
な
い
し
違
法
性
を

要
件
と
す
る
も
の
、
お
よ
び
違
法
性
・
有
資
性
を
要
件
と
す
る
も
の
が
理
論
的
に
考
え
ら
れ
る
。
前
者
が
、
妨
害
排
除
請
求
権
の
性

質
を
有
す
る
妨
害
排
除
的
反
論
権
、
後
者
が
不
法
行
為
の
効
果
と
し
て
の
原
状
回
復
請
求
権
の
性
質
を
有
す
る
原
状
回
復
的
・
不
法

行
為
的
反
論
権
で
あ
る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
こ
れ
ら
両
者
と
も
に
、
被
害
者
の
人
格
像
の
変
造
や
社
会
的
評
価
の
低
下
な
ど
の

人
格
権
の
侵
害
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

山
救
済
の
迅
速
性
本
来
的
・
典
型
的
反
論
権
で
は
、
救
済
の
迅
速
性
も
特
色
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
、
ド
イ
ツ
法
に

つ
い
て
見
れ
ば
、
掲
載
義
務
者
は
、
反
論
文
受
領
後
、
ま
だ
印
刷
の
た
め
に
締
切
ら
れ
て
い
な
い
す
ぐ
次
の
号
に
褐
減
し
な
け
れ
ば

な
ら
ず
、
ま
た
、
掲
載
義
務
者
が
、
任
意
に
義
務
を
履
行
し
な
い
場
合
の
裁
判
上
の
実
現
手
続
は
、
仮
処
分
手
続
に
よ
る
こ
と
に
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
救
済
の
迅
速
住
の
点
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
法
も
配
慮
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
掲
載
義
務
者
は
、
反
論
文
の
受
領
後

三
日
以
内
に
掲
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
履
行
を
但
保
す
る
た
め
に
、
掲
載
義
務
者
は
、
反
論
文
の
褐
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山
本
来
的
・
典
型
的
反
論
権
の
妥
当
性
本
来
的
・
典
型
的
反
論
権
は
、
立
法
化
の
方
法
で
処
埋
す
る
の
が
妥
当
の
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ま
ず
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
現
代
的
状
況
を
前
提
と
し
た
ア
ク
セ
ス
権
や
公
的
意
見
形
成
に
参
加
す
る
権
利

な
ど
と
い
う
憲
法
上
の
権
利
を
根
拠
に
し
て
、
反
論
権
を
導
出
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
に
は
、
多
く
の
困
難
が
予
想
さ

れ
る
か
ら
で
あ
麺
つ
ま
り
、
憲
法
の
人
権
保
障
規
定
を
私
人
間
の
法
律
関
係
に
直
接
適
用
し
う
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
見
解

こ
の
本
来
的
・
典
型
的
反
論
権
の
迅
速
性
は
、
要
件
の
形
式
注
と
か
か
わ
り
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
原
報
道
・
反
論
の
双
方
に
つ

き
そ
の
真
否
、
違
法
性
、
有
資
性
に
つ
き
実
質
的
判
断
を
要
し
な
い
の
で
、
救
済
が
迅
速
に
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

反
論
文
掲
載
は
、
原
報
道
に
対
し
て
反
論
権
者
目
ず
か
ら
に
よ
る
反
対
事
実
の
摘
示
な
い
し
主
観
的
な
訂
正
（
い
わ
ゆ
る
「
言
わ

れ
た
こ
と
」
に
対
し
て
「
言
い
か
え
す
こ
と
」
）
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
原
情
報
に
接
し
た
読
者
に
被
害
者
が
自
分
の
反
対
陳
述
を
読

ん
で
も
ら
っ
て
、
原
情
報
の
有
害
性
を
無
害
化
し
、
そ
れ
に
よ
る
被
害
者
の
評
価
の
低
下
等
を
防
止
し
、
ま
た
は
低
下
し
た
評
価
を

回
復
す
る
手
法
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
反
論
は
、
早
け
れ
ば
早
い
ほ
ど
効
果
的
で
あ
り
、
反
論
は
、
原
情
報
に
基
づ
き
、
あ
る
人

に
対
す
る
評
価
が
確
立
・
固
定
し
て
か
ら
で
は
、
回
復
力
が
き
わ
め
て
弱
く
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
反
論
は
、
迅
速
に
、
少
な
く
と

も
読
者
が
原
情
報
を
記
憶
し
て
い
る
間
に
な
さ
れ
る
こ
と
を
要
す
る
。

あ
電

戦
拒
絶
に
つ
き
、
そ
れ
に
よ
っ
て
被
っ
た
損
害
に
つ
い
て
賠
償
義
務
を
負
わ
さ
れ
、
ま
た
、
一
八
○
フ
ラ
ン
以
上
一
八
○
○
フ
ラ
ン

以
下
の
罰
金
に
処
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
反
論
権
者
は
、
掲
載
を
命
ず
る
判
決
を
得
て
、
新
聞
等
に
そ
れ
を
強
制
す

る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
裁
判
は
、
訴
の
受
理
に
よ
る
当
事
者
の
呼
出
し
か
ら
一
○
日
以
内
に
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

に
な
っ
て
い
電
た
だ
し
、
ド
イ
ツ
法
と
は
異
な
り
、
反
論
権
の
実
現
手
続
と
し
て
、
仮
処
分
手
続
は
採
用
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で

ロ
立
法
論
的
提
言
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と
こ
ろ
で
、
本
来
的
・
量
的
反
論
権
に
つ
い
て
は
、
（
立
法
論
的
に
も
）
否
定
的
見
解
が
あ
誼
そ
の
根
拠
の
第
一
は
、
民
主

的
で
自
由
な
討
議
を
萎
縮
さ
せ
、
国
家
権
力
に
よ
る
言
論
統
制
に
連
な
る
、
と
す
る
も
の
で
あ
電
こ
れ
は
、
具
体
的
に
は
、
反
論

に
よ
る
編
集
の
自
由
や
新
聞
等
へ
の
経
済
的
圧
迫
を
理
由
と
す
る
。
た
し
か
に
、
事
実
主
張
や
意
見
、
批
評
等
の
価
値
判
断
に
対
し

て
も
許
さ
れ
る
よ
う
な
反
論
権
を
前
提
と
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
批
判
は
も
っ
と
も
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
フ
ラ
ン
ス
法
的
反
論
権
に

対
す
る
批
判
と
し
て
は
、
当
を
得
て
い
る
。
し
か
し
、
後
述
す
る
よ
う
な
、
本
稿
が
立
法
論
的
に
提
言
す
る
反
論
権
、
す
な
わ
ち
、
反

論
の
対
象
を
事
実
主
張
に
限
り
、
か
つ
、
事
後
的
に
反
論
の
内
容
が
、
真
実
に
反
す
る
こ
と
が
判
明
す
れ
ば
、
新
聞
等
か
ら
、
反
論

権
者
に
掲
載
費
用
の
償
還
を
認
め
る
よ
う
な
内
容
の
反
論
権
で
あ
れ
ば
、
反
論
権
の
濫
用
は
起
こ
ら
ず
、
編
集
権
を
侵
害
せ
ず
応
ま

た
、
新
聞
へ
の
経
済
的
圧
迫
も
ほ
と
ん
ど
問
題
と
な
ら
な
い
程
度
と
な
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
事
後
的
に
、
反
論
の
内
容
が
真
実
に

反
す
る
と
い
う
こ
と
が
判
明
す
れ
ば
、
掲
載
費
用
を
償
還
し
う
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
反
論
の
内
容
が
真
実
で
あ
る
と
き
は
、

掲
載
費
用
を
掲
載
義
務
者
が
負
担
す
る
結
果
に
な
る
が
、
そ
の
こ
と
は
や
む
を
え
な
い
。
本
来
、
虚
偽
の
報
道
等
は
、
報
道
者
自
身
、

自
王
的
に
訂
正
す
る
義
務
が
あ
る
と
も
い
え
る
事
柄
だ
か
ら
で
あ
る
。

第
二
に
、
反
論
権
は
、
種
々
の
政
治
的
・
社
会
的
な
立
場
の
人
々
そ
れ
ぞ
れ
に
と
っ
て
両
刃
の
剣
と
し
て
機
能
し
、
ま
た
意
見
や

批
評
の
不
公
正
や
偏
向
を
直
接
・
間
接
に
国
家
の
力
を
借
り
て
匡
正
す
る
こ
と
は
、
民
主
主
義
の
自
殺
を
意
味
す
る
、
と
す
る
批
判

す
）

が
あ
る
。
こ
の
点
も
、
フ
ラ
ン
ス
法
的
反
論
権
に
対
す
る
批
判
と
し
て
は
、
妥
当
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
稿
の
提
唱
す
る
ド
イ
ツ
法

の
対
立
が
あ
り
、
ま
た
、
そ
も
そ
も
、
ア
ク
セ
ス
権
、
公
的
意
見
形
成
に
参
加
す
る
橋
利
、
あ
る
い
は
知
る
権
利
す
ら
一
般
的
承
認

を
得
て
い
な
い
の
で
あ
電
次
に
、
人
格
権
を
根
拠
に
こ
の
本
来
的
・
典
型
的
反
論
権
を
法
形
成
し
て
行
く
方
法
も
考
え
ら
れ
な
く

は
な
い
蛎
原
報
道
の
真
否
や
違
法
性
の
判
断
な
し
に
新
聞
等
に
、
反
論
掲
戟
義
務
を
課
す
こ
と
は
、
容
易
に
承
認
を
得
ら
れ
そ
う

に
な
い
。
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第
三
に
、
公
正
な
論
評
の
法
理
な
ど
に
よ
っ
て
不
法
行
為
の
成
立
の
場
が
狭
め
ら
れ
る
こ
と
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
意
味
で
の
反

論
の
必
要
性
と
い
う
根
拠
づ
け
は
、
「
右
手
で
与
え
た
思
想
・
言
論
の
自
由
を
左
手
で
奪
う
」
以
外
の
何
物
で
も
な
い
、
と
い
う
批

汀
）

判
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
反
論
権
に
対
す
る
第
一
、
第
二
の
批
判
の
正
当
性
（
換
言
す
れ
ば
、
反
論
権
が
不
当
だ
と
い
う
こ
と
）
を
前

提
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
と
こ
ろ
で
述
べ
た
よ
う
に
、
筆
者
の
提
唱
す
る
よ
う
な
反
論
権
で
あ
れ
ば
、
妥
当
性
を
有
す

る
と
す
る
本
稿
の
立
場
か
ら
は
、
自
ず
と
こ
の
批
判
も
当
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

第
四
に
、
メ
デ
ィ
ア
支
配
力
に
お
け
る
現
実
的
な
格
差
・
不
平
等
、
と
い
う
根
拠
づ
け
も
、
反
論
権
の
法
認
を
ジ
ャ
ス
テ
ィ
フ
ア

イ
す
る
に
足
り
な
い
と
す
る
、
批
判
が
あ
諏
一
こ
の
批
判
は
、
具
体
的
に
は
、
次
の
三
つ
を
内
容
と
す
る
・
㈹
新
聞
は
全
国
レ
ヴ
ュ

ル
で
み
れ
ば
寡
占
の
も
と
に
あ
る
が
、
そ
れ
は
物
理
的
排
他
性
を
も
っ
た
寡
占
で
は
な
く
、
な
お
国
民
は
、
他
の
新
聞
を
任
意
に
買

い
、
読
み
、
そ
し
て
信
ず
る
か
否
か
の
自
由
を
有
す
る
の
で
、
大
新
聞
の
強
大
な
力
を
強
調
し
す
ぎ
て
は
い
け
な
い
こ
と
、
回
新
聞

が
特
定
の
個
人
や
集
団
を
批
判
し
攻
撃
す
る
記
事
を
載
せ
な
が
ら
、
こ
れ
に
対
す
る
反
論
を
掲
載
す
る
法
的
義
務
を
負
わ
な
い
と
す
る

こ
と
は
、
当
該
新
聞
の
固
定
読
者
が
種
々
の
違
っ
た
立
場
の
意
見
に
接
す
る
自
由
（
い
わ
ゆ
る
「
知
る
権
利
」
）
を
侵
害
す
る
と
い

う
の
は
、
国
民
も
ま
た
各
人
そ
れ
ぞ
れ
の
や
り
方
で
、
で
き
る
だ
け
広
く
多
様
な
情
報
や
意
見
に
接
す
る
よ
う
心
が
け
る
自
由
を
有

す
る
の
で
、
当
を
得
て
な
い
こ
と
、
㈲
新
聞
で
批
判
・
非
難
さ
れ
た
者
が
、
庶
民
で
あ
る
場
合
に
は
、
自
己
の
負
担
で
反
論
す
る
自

由
や
権
利
が
あ
る
と
し
て
も
、
大
新
聞
に
対
し
て
は
実
際
問
題
と
し
て
は
到
底
太
刀
打
ち
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
正
し
い
が
、

的
反
論
権
、
す
な
わ
ち
、

は
生
じ
な
い
。
た
し
か
』

言
論
の
自
由
を
制
限
し
、

場
を
採
っ
た
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
原
報
道
等
の
事
実
に
対
し
て
事
実
に
よ
る
反
論
を
認
め
る
方
式
の
反
論
権
で
あ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
問
題

・
た
し
か
に
、
意
見
、
批
評
等
に
対
し
て
も
、
反
論
権
を
認
め
る
こ
と
は
、
反
論
権
の
濫
用
を
誘
発
す
る
と
と
も
に
、

を
制
限
し
、
民
主
主
義
社
会
の
基
礎
を
危
く
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
筆
者
は
、
反
論
権
の
対
象
を
事
実
に
限
定
す
る
立
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し
か
し
、
庶
民
が
新
聞
で
不
当
に
「
悪
く
書
か
れ
た
」
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
不
法
行
為
を
構
成
し
、
そ
れ
に
対
す
る
正
当
な
救
済

を
受
け
る
の
で
、
反
論
権
を
持
ち
出
す
必
要
が
な
い
こ
と
、
の
三
つ
で
あ
る
。

反
論
権
に
対
す
る
第
四
の
批
判
に
対
し
て
、
私
見
か
ら
は
次
の
よ
う
に
答
え
う
る
。
ｍ
は
「
ア
ク
セ
ス
楢
」
、
回
は
「
知
る
権

利
」
を
そ
れ
ぞ
れ
反
論
権
の
根
拠
と
す
る
考
え
方
に
対
す
る
批
判
で
あ
り
、
ほ
ぼ
異
論
は
な
い
。
し
か
し
、
筆
者
は
、
反
論
権
の
根

拠
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
権
利
で
は
な
く
、
人
格
権
の
保
護
を
挙
げ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
人
格
権
侵
害
を
惹
起
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
原

情
報
の
有
害
性
を
無
害
化
し
、
被
影
響
者
の
人
格
権
を
保
護
す
る
た
め
に
は
、
原
情
報
の
伝
達
者
に
反
論
文
を
掲
載
さ
せ
、
迅
速
に

原
情
報
の
届
い
た
範
囲
の
者
に
反
対
事
実
を
伝
達
さ
せ
る
こ
と
が
、
簡
易
で
、
確
実
な
方
法
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
反
論

権
の
妥
当
性
の
根
拠
を
補
強
す
る
た
め
に
、
副
次
的
に
、
反
論
権
は
、
ア
ク
セ
ス
権
や
知
る
権
利
の
考
え
方
に
も
一
致
す
る
と
い
う

こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
㈲
に
対
し
て
は
、
筆
者
の
立
場
か
ら
は
、
次
の
よ
う
に
答
え
る
こ
と
に
な
る
。
不
法
行
為
の

救
済
は
、
裁
判
所
に
よ
る
権
利
の
確
定
を
経
て
与
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
長
期
を
要
し
、
そ
の
た
め
、
救
済
と
し
て
不
十
分
な
場
合

が
あ
る
。
そ
こ
で
、
迅
速
に
、
事
前
の
救
済
的
に
も
機
能
し
う
る
反
論
文
掲
載
を
提
唱
し
よ
う
と
す
る
の
が
本
稿
の
立
場
で
あ
る
。

②
民
法
典
中
で
の
規
定
次
に
、
ど
の
法
分
野
に
、
こ
の
よ
う
な
反
論
権
の
規
定
を
置
く
べ
き
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
。

西
ド
イ
ツ
を
は
じ
め
、
多
く
の
国
々
で
は
、
反
論
権
は
、
新
聞
法
中
に
規
定
さ
れ
、
新
聞
・
雑
誌
等
の
定
期
刊
行
物
を
対
象
と
す
る

の
が
一
般
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
、
影
響
力
が
大
で
あ
り
、
ま
た
定
期
的
公
表
に
よ
り
、
反
論
の
迅
速
な

掲
載
に
な
じ
む
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
新
聞
・
雑
誌
と
な
ら
び
、
あ
る
い
は
、
む
し
ろ
そ
れ
を
陵
駕
す
る

影
響
力
を
有
す
る
放
送
に
つ
い
て
も
、
次
第
に
放
送
法
中
で
反
論
権
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
も
し
、
反
論
権
を
マ

ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
特
有
の
制
度
だ
と
解
す
る
と
、
類
推
に
よ
り
拡
張
す
る
と
し
て
も
、
せ
い
ぜ
い
映
画
ま
で
し
か
認
め
ら
れ
な
い
、

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
定
期
性
を
有
す
れ
ば
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
以
外
の
分
野
（
た
と
え
ば
、
連
続
開
催
の
講
演
会
な
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ど
）
に
も
拡
張
す
べ
き
で
あ
強

定
期
的
な
伝
達
手
段
で
な
い
た
め
、
原
報
道
と
同
じ
方
法
で
反
論
す
る
の
が
不
可
能
か
あ
る
い
は
妥
当
で
な
い
場
合
に
は
、
そ
の

他
の
適
切
な
方
法
で
公
表
し
う
る
（
人
格
権
保
護
法
案
一
条
一
項
、
一
九
五
九
年
の
ド
イ
ツ
民
法
改
正
草
案
二
○
条
一
項
参
照
）
、

と
い
う
立
場
を
と
れ
ば
、
さ
ら
に
広
く
、
原
情
報
の
公
表
な
い
し
伝
達
手
段
の
種
類
を
問
わ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
原
情
報

の
公
表
な
い
し
伝
達
手
段
を
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
か
ら
ひ
ろ
く
、
広
げ
て
一
般
化
す
る
こ
と
（
そ
れ
に
つ
れ
て
、
反
論
義
務
者
も
、
「
責

任
編
集
者
、
発
行
者
」
か
ら
「
他
人
の
人
格
を
侵
害
す
る
よ
う
な
事
実
的
性
質
の
主
張
を
な
し
あ
る
い
は
流
布
し
た
者
」
（
同
改
正

草
案
二
○
条
一
項
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
）
、
換
言
す
れ
ば
反
論
の
対
象
を
一
般
化
す
る
こ
と
を
反
論
権
の
一
般
化
と
い
壹
電
た
と

え
ば
、
｜
回
き
り
の
集
会
で
の
発
一
一
一
一
□
に
対
す
る
反
論
を
、
新
聞
に
掲
載
を
許
す
場
合
が
そ
の
例
で
あ
麺

こ
の
よ
う
に
、
反
論
の
対
象
を
一
般
化
す
れ
ば
、
そ
れ
は
も
は
や
、
一
般
の
私
人
間
の
法
律
関
係
の
規
律
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に

な
り
、
民
法
で
の
規
定
が
可
能
に
な
電
前
述
し
た
西
ド
イ
ツ
で
の
人
格
権
保
護
法
案
に
よ
る
民
法
改
正
の
企
て
は
、
ま
さ
に
そ
の

試
み
で
あ
っ
た
。
た
し
か
に
、
西
ド
イ
ツ
で
の
こ
の
民
法
改
正
は
挫
折
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
今
さ
ら
、
そ
の
よ
う
な
も
の
を
参
考

に
す
る
こ
と
の
是
非
を
問
う
者
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
多
く
の
学
者
は
、
そ
の
草
案
を
支
持
し
て
い
た
の
で
あ
躯
一

般
化
の
方
向
に
反
対
し
た
の
は
、
反
論
権
は
、
実
際
上
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
以
外
に
対
し
て
は
ほ
と
ん
ど
使
用
さ
れ
な
い
の
で
、
そ

の
よ
う
な
一
般
化
は
不
必
要
と
す
る
少
数
の
新
聞
法
学
者
電
連
邦
は
、
新
聞
等
の
一
般
的
法
律
関
係
に
つ
い
て
大
綱
法
を
制
定
す

る
権
限
を
有
す
る
に
す
ぎ
な
い
（
缶
『
戸
司
・
凶
魚
・
画
の
。
）
の
で
、
細
目
を
定
め
た
民
法
改
正
草
案
二
○
条
は
、
基
本
法
違
反
と
す

（
週
）

る
憲
法
学
者
か
ら
の
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
批
判
の
う
ち
、
前
者
に
つ
い
て
は
、
た
し
か
に
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
以
外
に
対
し
て
、
反
論
が
使
用
さ

れ
る
頻
度
は
少
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
以
外
の
も
の
に
対
す
る
反
論
に
よ
る
救
済
の
必
要
性
は
あ
り
、
ま

た
そ
の
有
効
性
は
、
必
ず
し
も
劣
ら
な
い
。
ま
た
、
立
法
管
轄
権
の
問
題
は
、
わ
が
国
で
は
問
題
と
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
反
論
権
の
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③
反
論
権
の
内
容
次
に
立
法
す
る
と
す
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
内
容
の
反
論
権
で
あ
る
べ
き
か
が
問
題
と
な
る
。
た
と
え
ば
、

事
実
に
限
定
す
る
ド
イ
ツ
法
的
反
論
権
が
妥
当
で
あ
る
こ
と
、
な
ど
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
述
べ
た
の
で
、
こ
こ
で
は
、
そ
の
他
の

も
の
で
、
重
要
な
二
、
一
一
一
の
も
の
に
つ
い
て
言
及
す
る
こ
と
に
す
る
。

ま
ず
、
立
法
す
る
と
す
れ
ば
、
本
来
的
・
典
型
的
反
論
権
と
同
じ
よ
う
に
、
要
件
の
形
式
性
、
権
利
実
現
の
迅
速
性
を
具
え
た
反

論
権
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
な
反
論
権
の
ほ
う
が
、
人
格
権
の
保
護
手
段
と
し
て
有
効
で
あ
り
、
ま
た

他
面
、
国
民
の
知
る
権
利
、
ア
ク
セ
ス
権
に
も
奉
仕
し
、
さ
ら
に
、
出
版
の
自
由
と
も
調
和
し
う
る
。
第
一
に
、
あ
る
人
に
関
す
る

事
実
が
公
表
さ
れ
、
そ
れ
に
基
づ
き
そ
の
者
の
社
会
的
評
価
の
低
下
や
人
格
像
の
変
造
が
確
立
・
固
定
し
た
後
に
、
そ
の
者
の
社
会

的
評
価
の
低
下
等
を
回
復
す
る
こ
と
は
き
わ
め
て
困
難
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
原
情
報
や
反
論
の
真
実
性
、
原
情
報
伝
達
行
為
の

違
法
性
、
有
貴
性
の
審
査
な
し
に
、
迅
速
に
、
社
会
的
評
価
の
低
下
等
が
起
ら
な
い
前
、
あ
る
い
は
社
会
的
評
価
の
低
下
等
が
確
立
・

固
定
し
つ
つ
あ
る
間
に
、
原
情
報
が
到
達
し
た
範
囲
の
者
に
、
反
論
に
よ
り
反
対
事
実
を
知
ら
し
め
て
、
原
情
報
を
無
害
化
し
、
ま

た
そ
れ
に
よ
る
被
害
者
の
社
会
的
評
価
の
低
下
等
を
防
止
す
る
こ
と
は
、
人
格
横
侵
害
（
こ
の
例
で
は
名
誉
段
損
）
の
救
済
と
し
て

有
効
で
あ
る
。
第
二
に
、
反
論
権
の
行
使
は
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
一
面
的
で
不
正
確
な
、
ま
た
は
誤
っ
た
情
報
に
し
か
接
し
な
い

か
も
し
れ
な
い
国
民
に
、
匡
正
の
機
会
を
提
供
し
、
ま
た
、
広
告
科
を
支
払
う
の
で
あ
れ
ば
反
論
を
掲
載
し
え
な
い
人
に
反
論
の
機

会
を
与
え
る
も
の
で
、
知
る
権
利
の
原
理
、
ア
ク
セ
ス
権
の
考
え
方
に
も
合
致
す
る
。
第
三
に
、
被
害
者
の
社
会
的
評
価
の
低
下
防

止
と
い
う
点
か
ら
見
る
と
、
反
論
の
方
法
は
、
た
と
え
ば
、
記
事
の
差
止
な
ど
よ
り
は
、
出
版
の
自
由
と
の
抵
触
問
題
も
小
さ
く
な
る
。

取
消
な
ど
の
場
合
に
は
、
不
真
実
の
主
張
を
な
し
た
者
が
、
自
己
の
費
用
負
担
で
、
取
消
の
公
表
を
義
務
づ
け
ら
れ
る
。
そ
れ
と

｜
般
化
の
動
き
は
、
宙

を
示
す
も
の
で
あ
る
。 現
謹
行
中
の
ス
イ
ス
民
法
一
一
八
条
の
改
正
で
も
採
用
さ
れ
て
い
麺
こ
の
こ
と
も
、
こ
の
一
般
化
の
正
当
性
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と
こ
ろ
で
、
一
般
に
、
あ
る
人
の
社
会
的
評
価
を
現
に
低
下
さ
せ
ま
た
は
低
下
さ
せ
つ
つ
あ
る
と
き
、
そ
の
原
因
を
除
去
す
る
こ

と
が
妨
害
排
除
で
あ
り
、
す
で
に
低
下
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
結
果
を
復
旧
・
復
元
す
る
こ
と
が
原
状
回
復
で
あ
電
そ
の
よ
う
な

見
地
に
立
て
ば
、
妨
害
排
除
の
例
と
し
て
は
、
看
板
の
設
置
、
図
書
の
継
続
的
販
売
、
映
画
の
上
映
な
ど
に
よ
る
名
誉
設
損
の
よ
う

に
侵
害
行
為
が
継
続
し
て
い
る
場
合
、
つ
ま
り
、
世
人
等
に
一
定
の
（
虚
偽
の
）
情
報
を
現
に
流
布
、
伝
播
し
つ
つ
あ
る
時
に
、
そ

の
行
為
を
禁
ず
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
看
板
の
撤
去
あ
る
い
は
塗
抹
、
図
書
の
将
来
に
向
っ
て
の
頒
布
禁
止
、
映
画
の
将
来
に
向
っ

考
え
ら
れ
つ

ま
ず
、
一

思
わ
れ
る
。

山
序
前
述
し
た
よ
う
に
、
実
体
権
と
し
て
の
反
論
権
は
、
回
原
報
道
・
反
論
と
も
に
真
否
の
判
断
を
要
せ
ず
、
違
法
性
、
有
資
性

を
も
要
件
と
し
な
い
本
来
的
・
典
型
的
反
論
権
、
回
人
格
権
侵
害
を
根
拠
と
し
、
違
法
性
を
要
件
と
す
る
妨
害
排
除
的
反
論
権
、
回

不
法
行
為
の
効
果
と
し
て
、
つ
ま
り
、
違
法
性
、
有
責
性
を
要
件
と
し
て
の
原
状
回
復
的
・
不
法
行
為
的
一
反
論
権
の
三
種
に
分
か
れ
る
。
ま
た
、

そ
れ
と
は
別
に
、
側
暫
定
的
規
制
措
置
、
つ
ま
り
、
実
体
権
と
し
て
の
構
成
で
は
な
く
、
仮
処
分
命
令
の
内
容
に
す
ぎ
な
い
反
論
が

の
均
衡
を
考
慮
す
る
と
、
反
論
権
の
場
合
に
も
、
事
後
的
に
、
反
論
の
不
真
実
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
き
は
、
反
論
義
務
者
か
ら
反

論
権
者
に
掲
載
費
用
の
償
還
請
求
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
反
論
権
の
濫
用
も
防
止
し
う
る
。

そ
の
他
、
反
論
権
の
実
現
に
関
す
る
迅
速
手
続
に
つ
い
て
も
、
た
と
え
ば
、
仮
処
分
手
続
に
よ
る
な
ど
の
規
定
が
置
か
れ
る
べ
き

で
あ
る
。
そ
の
際
に
は
、
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
本
来
的
・
典
型
的
反
論
権
と
同
じ
よ
う
に
、
処
分
理
由
の
疎
明
の
不
必
要
性
、
本
案

の
起
訴
命
令
の
規
定
（
民
訴
七
四
六
条
）
の
適
用
排
除
お
よ
び
口
頭
弁
論
の
必
要
性
な
ど
を
規
定
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

㈲
解
釈
論
の
試
み

本
来
的
・
典
型
的
反
論
権
に
つ
い
て
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
立
法
に
よ
る
解
決
が
妥
当
で
あ
る
と

麺
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て
の
上
映
禁
止
な
ど
が
一
般
的
に
は
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
原
状
回
復
の
例
と
し
て
は
、
一
定
の
言
説
に
よ
り
、
被
害
者
に
対
す
る
社

会
的
評
価
が
低
下
し
て
し
ま
っ
て
い
る
場
合
に
、
謝
罪
広
告
な
い
し
収
消
広
告
に
よ
っ
て
、
世
人
に
一
定
の
情
報
（
言
説
の
虚
偽
性

十
不
法
行
為
の
自
認
十
謝
罪
、
あ
る
い
は
、
言
説
の
虚
偽
性
十
取
消
）
を
伝
達
し
て
、
社
会
的
評
価
の
低
下
を
復
旧
す
る
も
の
で
あ

る
、
と
一
般
的
に
解
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
筆
者
は
、
後
者
の
場
合
、
伝
達
さ
れ
た
一
定
の
虚
偽
の
事
実
が
世
人
の
記
憶

に
残
り
、
引
き
続
き
被
害
旨
の
社
会
的
評
価
を
低
下
せ
し
め
る
原
因
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
妨
害
の
継
続
性
が
認
め
ら
れ
、

そ
の
除
去
を
目
的
と
す
る
取
消
広
告
（
あ
る
い
は
、
謝
罪
広
告
）
は
、
妨
害
排
除
と
も
い
え
る
と
解
し
て
い
電
』
同
様
の
こ
と
は
、

反
論
の
場
合
も
言
え
る
。
一
定
の
情
報
が
、
そ
れ
が
届
い
た
世
人
（
読
者
）
の
記
憶
に
と
ど
ま
り
、
彼
影
響
者
の
人
格
像
の
変
造
、

社
会
的
評
価
の
低
下
な
ど
が
継
続
的
に
生
じ
つ
つ
あ
る
と
き
、
反
論
に
よ
り
反
対
事
実
を
原
情
報
の
届
い
た
世
人
に
伝
達
し
て
、
そ

の
記
憶
さ
れ
た
情
報
を
修
正
し
、
無
害
化
す
る
と
考
え
れ
ば
、
妨
害
排
除
的
で
あ
る
し
、
す
で
に
生
じ
た
人
格
像
の
変
造
、
社
会
的
評

価
の
低
下
を
反
対
事
実
の
伝
達
に
よ
り
復
旧
す
る
と
考
え
れ
ば
原
状
回
復
的
と
も
い
え
る
。

し
た
が
っ
て
、
一
方
で
、
反
論
権
は
、
民
法
七
二
一
一
一
条
の
名
誉
回
復
処
分
と
し
て
も
法
構
成
で
き
る
し
、
ま
た
他
方
で
、
人
格
権

に
基
づ
く
妨
害
排
除
請
求
権
と
し
て
も
構
成
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

②
原
状
回
復
的
・
不
法
行
為
的
反
論
権
学
説
・
判
例
に
お
い
て
も
、
反
論
権
を
民
法
七
二
一
一
一
条
の
名
誉
回
復
処
分
と
し
て
承

認
す
る
も
の
は
少
な
く
な
掴
す
な
わ
ち
、
た
と
え
ば
、
新
聞
報
道
等
に
よ
る
被
害
者
は
、
自
己
の
作
成
し
た
反
論
文
を
違
法
・
有

責
な
加
害
者
（
編
集
者
あ
る
い
は
発
行
者
）
に
対
し
、
原
報
道
の
掲
載
さ
れ
た
新
聞
等
に
掲
載
す
る
こ
と
を
請
求
す
る
権
利
を
有
す

る
と
す
る
。
ち
な
み
に
、
目
由
民
主
党
が
、
サ
ン
ケ
イ
新
聞
に
掲
載
し
た
意
見
広
告
が
、
共
産
党
の
名
誉
を
侵
害
し
た
と
し
て
、
共

産
党
よ
り
サ
ン
ケ
イ
新
聞
社
に
対
す
る
反
論
文
（
掲
載
）
を
請
求
し
た
事
案
に
つ
い
て
、
第
一
審
東
京
地
方
裁
判
所
は
、
一
般
論
と

し
て
は
、
こ
れ
を
肯
定
し
た
（
具
体
的
に
は
、
名
誉
殴
損
の
成
立
自
体
が
否
定
さ
れ
た
の
で
、
反
論
文
掲
載
も
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
）
。
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第
一
点
、
の
過
剰
防
衛
等
の
恐
れ
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
し
て
解
決
す
べ
き
で
あ
る
。
実
体
権
に
つ
い
て
は
、
「
罪
に
な
る

内
容
」
の
反
論
（
唖
』
］
し
ｇ
・
函
伊
勺
の
）
、
あ
る
い
は
「
法
律
あ
る
い
は
善
良
の
風
俗
に
反
す
る
」
反
論
（
ス
イ
ス
民
法
二
八
条
改
正

鞄

す
な
わ
ち
、
「
民
法
七
一
一
三
条
の
『
適
当
ナ
ル
処
分
」
に
は
場
合
に
よ
っ
て
は
、
反
論
文
の
掲
載
も
含
ま
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の

反
論
広
告
は
必
ず
し
も
当
初
の
名
誉
殴
損
広
告
と
同
じ
大
き
さ
と
は
限
ら
ず
、
『
適
当
』
な
処
分
と
い
う
以
上
、
掲
載
場
所
が
被
害

者
に
と
っ
て
不
当
な
所
で
あ
れ
ば
か
え
っ
て
大
き
く
し
て
も
差
し
支
え
は
な
く
、
ま
た
同
様
に
『
適
当
』
な
処
分
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
か
ら
、
裁
判
所
は
そ
の
内
容
に
対
し
て
当
然
介
入
し
得
る
も
の
で
あ
る
と
思
料
す
る
も
の
で
あ
璽
・

こ
れ
に
対
し
て
、
反
対
説
が
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い
篭
第
一
に
、
反
論
権
は
、
原
告
の
提
出
し
た
反
論
文
を
そ
の
ま
ま
掲
載
す

る
と
こ
ろ
に
そ
の
特
徴
が
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
川
反
論
の
内
容
が
、
い
わ
ば
「
過
剰
反
撃
」
や
逆
方
向
へ
の
名
誉
殴
損
な
ど
の
不

法
行
為
を
構
成
し
、
紛
争
の
解
決
を
め
ざ
し
な
が
ら
、
か
え
っ
て
紛
争
の
拡
大
や
深
刻
化
を
も
た
ら
す
幣
害
の
お
そ
れ
が
あ
る
。
仰

こ
れ
を
抑
え
る
た
め
に
文
案
を
裁
判
所
が
添
削
す
る
と
、
反
論
権
の
本
質
的
な
部
分
が
骨
抜
き
に
な
っ
て
し
ま
う
。
第
一
一
に
、
原

記
事
が
不
法
行
為
を
構
成
す
る
と
の
裁
判
所
に
よ
る
公
権
的
判
断
を
受
け
て
し
ま
っ
て
か
ら
で
は
、
「
謝
罪
広
告
」
や
「
取
消
広
宣

も
可
能
で
あ
り
、
そ
れ
よ
り
も
、
効
力
の
劣
る
反
論
権
は
実
益
が
な
い
。

ま
ず
、
批
判
の
第
二
点
に
つ
い
て
、
ま
さ
に
、
通
常
訴
訟
で
、
不
法
行
為
を
構
成
す
る
と
の
判
断
を
得
た
あ
と
で
の
反
論
は
、
多

く
の
場
合
、
救
済
と
し
て
無
益
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
同
感
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
反
論
権
は
、
仮
処
分
に
よ
り
迅
速
に
実

現
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
被
害
者
の
社
会
的
評
価
の
低
下
を
防
止
、
除
去
あ
る
い
は
回
復
す
る
の
に
被
害
者
に
迅
速

に
反
論
さ
せ
る
こ
と
は
有
効
で
あ
り
、
ま
た
反
論
は
、
被
害
者
の
側
か
ら
す
る
主
観
的
訂
正
的
な
も
の
で
あ
り
、
仮
処
分
の
目
的
を
達
す

る
に
必
要
な
限
度
内
の
方
法
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
仮
処
分
に
よ
っ
て
反
論
の
掲
載
を
命
じ
う
る
こ
と
は
、
比
較
法
の
示
す
と
こ
ろ
で
も
あ
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草
案
二
八
条
ｈ
二
項
）
は
掲
載
を
拒
否
し
う
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
解
釈
上
参
考
に
な
り
、
ま
た
、
仮
処
分
に
つ
い
て
は
、

処
分
が
不
法
ま
た
は
不
能
の
も
の
で
な
い
こ
と
を
要
す
る
と
す
る
仮
処
分
方
法
に
つ
い
て
の
制
限
に
よ
り
回
避
し
う
葱

第
一
点
回
に
つ
い
て
は
、
解
決
は
、
容
易
で
な
い
。
一
方
で
仮
処
分
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
裁
判
所
は
、
自
由
裁
量
を
も
っ

て
申
請
の
目
的
を
達
す
る
に
必
要
か
つ
充
分
な
処
分
内
容
を
定
め
う
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
（
民
訴
七
五
八
条
一
項
）
、
他
方
で
、

民
訴
一
八
六
条
の
、
裁
判
所
は
当
事
者
の
申
立
て
な
い
事
項
に
つ
き
判
決
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
旨
の
規
定
が
準
用
（
な
い
し
適
用
）

さ
れ
る
こ
と
も
判
例
・
通
説
の
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
反
論
と
の
関
係
で
、
両
規
定
を
ど
の
よ
う
に
合
目
的
的
に
解
釈
す
べ
き
か

と
い
う
こ
と
を
、
こ
こ
で
示
す
こ
と
は
、
筆
者
の
現
在
の
能
力
を
超
え
て
い
る
。
し
か
し
、
類
似
の
法
状
態
に
あ
る
西
ド
イ
ツ
の
例

か
ら
、
以
下
の
よ
う
な
解
決
の
指
針
は
示
し
う
鞄
犯
罪
を
構
成
し
、
あ
る
い
は
公
序
良
俗
に
反
し
、
あ
る
い
は
不
法
行
為
を
構
成

す
る
内
容
を
削
除
・
修
正
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
以
外
の
場
合
に
は
、
変
更
に
は
次
の
よ
う

な
一
定
の
限
界
が
あ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
些
細
な
変
更
あ
る
い
は
省
略
で
あ
る
こ
と
、
新
し
い
表
現
は
、
本
来
の

申
立
か
ら
導
き
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
ま
た
申
請
人
の
知
り
う
る
意
思
に
反
し
て
も
な
ら
な
い
こ
と
、
提
出
さ
れ
た
反
論

の
意
味
と
傾
向
は
変
更
を
許
さ
れ
な
い
こ
と
、
な
ど
で
あ
る
。
な
お
、
口
頭
年
傘
輌
が
な
さ
れ
る
な
ら
ば
、
釈
明
権
（
民
訴
一
二
七
条
）

を
活
用
し
て
、
申
請
人
自
身
に
よ
る
修
正
を
な
さ
し
め
、
ま
た
、
裁
判
所
の
修
正
に
申
請
人
が
反
対
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
反
論
請
求

は
全
体
と
し
て
棄
却
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

③
妨
害
排
除
的
反
論
権
人
格
権
を
侵
害
す
る
加
害
行
為
が
継
続
し
て
い
る
場
合
、
そ
の
侵
害
行
為
を
停
止
し
あ
る
い
は
侵
害

原
因
を
除
去
す
る
権
利
す
な
わ
ち
人
格
権
に
基
づ
く
妨
害
排
除
請
求
権
は
、
明
文
の
規
定
は
な
い
が
、
一
般
に
肯
認
さ
れ
て
い
麺

こ
こ
で
の
問
題
は
、
こ
の
妨
害
排
除
と
し
て
反
論
文
掲
載
を
請
求
す
る
権
利
、
す
な
わ
ち
妨
害
排
除
的
反
論
権
が
認
め
ら
れ
る
か
ど

う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
で
に
、
こ
れ
ま
で
何
度
か
述
べ
た
よ
う
に
、
反
論
文
掲
載
は
、
人
格
像
の
変
造
、
名
誉
・
信
用
等
の
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と
こ
ろ
で
、
妨
害
排
除
的
反
論
権
の
要
件
と
し
て
は
、
侵
害
の
客
観
的
違
法
性
と
侵
害
の
継
続
性
が
問
題
と
な
る
。

ま
ず
、
こ
の
反
論
権
は
、
原
状
回
復
的
・
不
法
行
為
的
反
論
権
と
は
異
な
り
、
故
意
・
過
失
な
ど
の
有
責
性
を
要
せ
ず
、
客
観
的

違
法
性
で
足
り
る
。
ま
た
原
報
道
等
・
反
論
双
方
に
つ
き
事
実
主
張
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
と
す
る
筆
者
の
立
場
か
ら
す
る
と
、
真

実
に
反
す
る
事
実
を
公
表
す
る
こ
と
に
よ
る
名
誉
等
の
侵
害
は
、
違
法
で
あ
る
と
解
し
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
通
説
・

判
寵
、
公
共
の
利
害
に
関
す
る
こ
と
を
公
益
目
的
で
、
公
表
し
た
場
合
に
、
事
実
の
真
実
性
を
証
明
す
れ
ば
、
違
法
性
が
阻
却
さ
れ

る
と
す
る
刑
法
（
刑
一
一
一
一
一
○
条
の
一
一
）
の
考
え
方
を
民
法
に
お
い
て
も
妥
当
す
る
、
と
解
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
、
裏
を
返
せ
ば
、

公
共
の
利
害
に
関
す
る
こ
と
を
公
共
目
的
で
公
表
し
た
場
合
で
さ
え
も
、
他
人
の
名
誉
等
の
侵
害
が
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
事
実
が
虚

偽
で
あ
れ
ば
、
少
な
く
と
も
違
法
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

た
だ
し
、
不
法
行
為
責
任
に
つ
い
て
は
、
虚
偽
の
事
実
を
公
表
し
た
場
合
で
も
、
場
合
に
よ
り
責
任
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る

の
で
、
注
意
を
要
す
る
。
す
な
わ
ち
、
「
事
実
が
真
実
で
あ
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
な
く
て
も
、
そ
の
行
為
者
に
お
い
て
そ
の
事
実
を

真
実
と
信
ず
る
に
つ
い
て
相
当
の
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
右
行
為
に
は
故
意
も
し
く
は
過
失
が
な
く
、
結
局
、
不
法
行
為
は
成
立
し

娩
哩
」
と
判
示
す
る
判
例
が
あ
る
・

侵
害
の
継
続
性
に
つ
い
て
も
、
人
格
権
、
名
誉
・
信
用
等
に
対
す
る
報
道
等
に
よ
る
侵
害
の
場
合
に
は
、
通
常
、
侵
害
の
継
続
性

が
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
、
、
前
述
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
よ
う
な
有
害
な
情
報
は
、
反
論
に
よ
り
無
害
化
さ
れ
な
い
限
り
、
公
衆
の

も
と
で
、
人
格
像
、
名
誉
等
を
損
な
う
も
の
と
し
て
、
継
続
的
に
作
用
す
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
反
論
権
も
、
仮
処
分
と
し
て
も
許
さ
れ
る
こ
と
は
、
原
状
回
復
的
・
不
法
行
為
的
反
論
権
の
場
合
に
お
け
る
と
同
様
で
あ
る
。

保
護
の
た
め
の
簡
易
で
、
－

さ
れ
う
る
、
と
解
さ
れ
る
。

有
効
な
手
段
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
妨
害
排
除
的
反
論
権
は
、
妨
害
排
除
請
求
権
の
一
つ
と
し
て
肯
認
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反
論
掲
載
義
務
者
が
、
反
論
の
虚
偽
性
を
立
証
す
れ
ば
、
掲
載
費
用
を
（
不
法
行
為
に
基
つ
く
）
損
害
賠
償
と
し
て
反
論
権
者
に
請
求

し
う
る
よ
う
に
構
成
す
べ
き
で
あ
る
。
反
論
が
虚
偽
２
笈
口
に
は
、
原
報
道
等
は
、
真
実
の
場
合
と
虚
偽
の
場
合
が
あ
る
が
、
こ
の
損
害
賠

償
は
、
原
報
道
等
が
真
実
で
あ
る
場
合
に
の
み
、
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
虚
偽
の
報
道
等
は
、
本
来
、
そ
の
公
表

者
に
お
い
て
、
自
主
的
に
訂
正
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
も
解
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

四
暫
定
的
規
制
措
置
と
し
て
の
反
論
前
述
の
原
状
回
復
的
・
不
法
行
為
的
反
論
権
お
よ
び
妨
害
排
除
的
反
論
権
は
、
と
も
に

実
体
権
と
さ
れ
た
う
え
で
、
そ
の
反
論
権
は
、
仮
処
分
に
よ
る
暫
定
的
救
済
も
可
能
だ
と
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

こ
こ
で
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
実
体
権
で
は
な
く
、
暫
定
的
規
制
措
置
な
い
し
仮
処
分
命
令
の
内
容
に
す
ぎ
な
い
反
論
で

あ
る
。
実
体
権
な
い
し
被
保
全
権
利
は
、
民
法
七
一
一
三
条
に
基
づ
く
名
誉
回
復
処
分
と
し
て
の
原
状
回
復
請
求
権
、
あ
る
い
は
人
格

権
に
基
づ
く
妨
害
排
除
請
求
権
で
あ
る
。
反
論
文
掲
載
が
仮
処
分
方
法
と
し
て
適
切
で
あ
る
こ
と
が
是
認
さ
れ
る
限
り
（
こ
の
こ
と

は
、
す
で
に
②
③
で
述
べ
た
）
、
こ
の
よ
う
な
反
論
が
現
行
法
上
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
問
題
は
な
い
よ
う
に
思
わ
血
麺
←

⑤
ま
と
め
以
上
の
法
構
成
の
う
ち
で
、
妨
害
排
除
的
反
論
権
か
暫
定
的
規
制
措
置
と
し
て
の
反
論
（
実
体
権
は
、
人
格
権
に

基
づ
く
妨
害
排
除
権
）
の
い
ず
れ
か
が
妥
当
と
解
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
原
状
回
復
的
・
不
法
行
為
的
反
論
権
の
場
合
は
、
有
貴
性

を
要
し
、
ま
た
、
虚
偽
の
場
合
で
も
相
当
の
理
由
が
あ
れ
ば
過
失
要
件
を
欠
く
の
で
、
反
論
権
の
認
め
ら
れ
る
範
囲
が
狭
く
な
る
か
ら
で

あ
る
。
し
か
し
、
終
局
的
保
謹
と
し
て
の
反
論
文
掲
載
の
有
効
性
の
有
無
に
つ
い
て
十
分
に
検
討
を
加
え
て
い
な
い
の
で
（
し
た
が

っ
て
、
実
体
権
と
し
て
の
妨
害
排
除
的
反
論
権
の
有
効
性
が
不
明
で
あ
る
）
、
両
者
の
う
ち
の
い
ず
れ
に
与
す
べ
き
か
は
目
下
の
と

こ
ろ
留
保
し
て
お
き
た
い
。

な
お
、
以
上
の
成
果
を
》

以
上
の
成
果
を
踏
ま
え
て
の
日
本
法
の
下
で
の
反
論
権
の
法
構
成
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
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瓦］圧ｌ調Ｔ凹

砥伍で噸報道１無佃

Seitz／Schmldt／Schbner，DerGegendarstellungsansprucnｉｎＰｒｅｓｓｅ，Ｆｉｌｍ，
FunkundFernsehen，Ｓ265／266の一EE表をもとに修正、加筆して作成。

ヘッセン

新閉法

左に同じ
左に同じ

左に同じ

左にl可じ

左にl可じ
好

評

評

左に同じ
左に同じ

許／費用負担

左に同じ
左に同じ

有]Hﾔｴ遅滞な

左に同じ

左に同じ
左に|副じ

左に同じ

規定なし

く

無償で噸報道
の範囲を色え
るときは有1面〕

左に同じ
左に同じ

〔表１］

ザールラント

新聞法

左に同じ

正に同じ

左にI可じ

左に同じ

左にI可じ
許

不許

許

左に同じ
左に同じ

不汗

左に同じ
左に同じ
左に|可じ

左に1可じ

左に同じ

左に同じ

左に同じ

左に同じ

左に同じ

左に同じ
左に同じ

』国'久ヴイヒロホ

ル銘エタイン

新聞法

左に同じ

左に同じ

正に|可じ

左に同じ

正に同じ
許／費用負担

許／費用負担

許

左に同じ

左に|可じ

不許

左に同じ
法定のみ
左Iこ同じ

左に同じ

左に同じ
正に同じ

左に1可じ

左に同じ

正に同じ

左に同じ
左に同じ



ドイツ俵における反論請求権(四.完）(安次富）9１

現行各州新聞法における反論権一覧

厨鯛.雑誌｜鰍刊行の邸
町田色旧｜評／智用目ｆｐｌ評／凹朋且IＥ

－
６
コ

対》
」

麺
上
面

坐
報

、
』
医 鈎二lZ群8／剖呼用疸

蟹慣麟霧曾|轤鮮

菌切な麺開一｜評／蜜用慢

ｎ反鎗諦求権のＰ
ａ）蝿廸目 歴趣ｆｒ＜ＩＥⅡ岳Ⅱ｡

鰡孵Ⅲ

些倭梱への蝿載’繭

砥価でｌ無価で（腸I報HIl無皿

幽雪の圓躍｜規窪なし｜謹齪iよれる｜苫

'釘エルン

新聞法

ノーデン･ウビェル

テンベルク

新ＩＨＩ 法

ベルリン｜ブレーメン
新閲法 ＷｉＵＵ法

ハンブルク

新皿法

ｌ当事者
Ｌ禰求梅者

2.影響されたこと

3.掲戟嚢務昔

１客観的要件
Ｌ原記事

a）掲戟形式

b)反論の対象
c）広告(一HB［）に対
する反鎧

｡)営業報告に対す
る反鎗

e)真実に反する議会
あるいは裁判報

告に対する反論
2.反諭文
a)形式

b)署名

c）不適切な範囲一
蹄されるか

3．掲戟請求
ａ）形式

ｂ)代題

c）期間

、反論請求権の内容
a)掲叔号

b)掲戟部分
c）活字

｡）抑人・省略

e）没谷欄への掲載
－許されるか

I）無UH性

g)組楽音の具JｉｉＫ

Ⅳ鎖判手I虎

人、官庁
直接に

発行者、貨任
縄染者

新聞・雑誌

事実主張
許

許

鐘会報告に対
して許

文普による

被影容者、怯
定代理人

許／費用負担

形式なし

法定、任意
曳実性による
制限

遅柵なく

l可一部分
|可一活字

挿入・省賂な
しに

規定なし

無償で

規定なし

仮処分手続ｊｋ
び本案手続

錘騨懲,Ｍ
接に

左に同じ

正に同じ

左に同じ左に同じ

定期刊行の印

M1物
丘に同じ

好

不許

許

左に|可じ

左に同じ

不許

左に同じ

左に同じ

遅滞なく、遅く
とも３ケ月以内

印刷のために
締切られてい

ばしすぐ次の号
同じ部分
同じ活字

左に同じ

不許

無uXで(原報iii
の範囲を本質
的に超えると

きは有償）
副i実Iと限られる
仮処分

左に同じ

正に同じ

汗／費用負担

不詳

i'千

左に同じ

左に同じ

｜不許

左に同じ

左にl可じ

塵に同じ

左に同じ

左に同じ

左に同じ

左に同じ

左に同じ

好／費用負担

’不好

好

左に同じ

左に同じ

ポ許

左に同じ

左に同じ

正に同じ

左に同じ崖Iこ同じ

左にlidじ

同じ価値の配

UiL同じ活字
の大きさ

左に同じ

左に|可じ

無償で

左にI可じ

左に同じ

左に同じ

同じ活字の大
きさ及び頭文

字
左に同じ

左に同じ

丘に|可じ

左に同じ

左に同じ

左にl可じ

左に同じ

左に同じ

左に同じ

正に同じ

許／費用負担

許／ilR用負但

評

左に同じ

左に|可じ

不汗

左にl可じ

左に同じ

左に同じ

左にl可じ

左に同じ

同じ活字

左に同じ

左に同じ

左に同じ

左に同じ

左に同じ
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〔表ｕｊ
－

ＮＲＷＰＧ

（ＷＤＲ）轍司謂i鱗;&
ＢｒｅｍＲｆＧ

Ｂ児ｍＰＧ

（ＲＢ）

ＳａａＩＲｆＧ

ＳａａｌＰＧ

（ＳＲ）

BerIPG

（ＳＦＢ）

左に同じ

左に同じ

放送施設、ｉｎ
任編築者

左に同じ

左に同じ

左に同じ

左に同じ

左1に同じ

放送編築上の

形成に貿任の

ある故送施設

左に同じ

直接に

放送施幾

人、多数人、官庁
直接または間接に

左に同じ

人、観閲

左に同じ

主催者

左に同じ

左に同じ

不許

左に同じ

許

左に同じ

左に同じ

評／有償

左に同じ

左に同じ

謙

許

其実に反する事実
王張

a)許

b)許／有償

ポ許

事実王弧

許

左に同じ

左に同じ 正に同じ 左に同じ 麺会報告に対

してのみ許

左に同じ 汗

左に同じ

左に同じ

左に同じ

左に同じ

左に同じ

正に同じ

左に同じ

左に何じ

左に同じ

左に同じ

左に同じ

正に同じ

左に同じ

正に同じ

左に同じ

左に同じ

左に同じ

正に同じ

連勝なく すぐ灰の放送
で

遅滞なく 左に同じ すぐ次の放送で 遅滞ばく

左に同じ

同じ地域に

左に同じ

左に同じ

左に同じ

主に同じ

規定なし

左に同じ

正に同じ

左に同じ

左に同じ

同じ地域に

左に同じ

左に同じ

左に同じ

左に同じ

左に同じ

左に同じ

放送施設負担

仮処分、

本案手続

左に同じ

左に同じ

左に同じ

無償で

左に同じ

同じ価値の放

送時間に

丘に同じ

左に同じ

正に同じ

仮処分

Seitz／Scbmidt／Sch6ner,DerGegendarsteIIImgsansprchmPresseDFilmDFunk
undFernsehen,Ｓ２６Ｚ/268の一覧表をもとに修正､加筆して作成。
法令名、放送懸比名の略語につ1,Yては､本欄し三)I琉大法割31号148/149頁所掲〔饗１Ｊ参照。
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放送に関する現行反論権一覧

融轤?蝋FFJzw

灘
ＢａｙＲｆＧ

（ＢＲ）

ｌ当班者

１.謂求樋者

２.影響されたこと

３.縄戟幾fr者

人、官庁

左に同じ

絶監督

左に同じ

左に同じ

左に同じ

人、機関

直接に

王他者

O)放送施設、

責任組築者

の王悩者、流

布者

任網築者

Ⅱ客観的要件

Ｌ原報道

ａ）反論の対象

ｂ)広告(一般）に

対する反論

ｃ）営業広告に対す

る反鎗

の真実に反する議

会あるいは裁判

報告に対する反

論

２．反論文

ａ）杉式

ｂ)糧名

ｃ）不適切な範囲

一許されるか

Ⅲ反論調求権の内容

ａ)迎鮪なく尋

|:灘
|c)不詳
左に同じ

興実に反する

事実主張

左に同じ

左に同じ

左に同じ

正に同じ

左に同じ

事実王艮

汗

許

左に同じ

左に同じ

左に同じ

麺会報告に対

して許

許左に同じ汗

左に同じ

左に同じ

許／有償

左に同じ

左に同じ

不許

左に同じ

左に同じ

左に同じ

左に同じ

迄に同じ

左に同じ

文瞥による

彼彩審者、怯

定代理人

不許

a)､c>迎溌なく

｡すぐ次の放

送で

同じ価値の放

送時間に

印､c)同じ地域

に

笘己に同じ

左に同じ

左に同じ

左に同じ左に同じ’左に同じ有愛な遅描な，

謡
l可じ放送時間
に

Ａ見)道なし

左に同じ

無彼で

左に同じ

左に同じ

左に同じ

左に同じ

左に同じ

仮処分

左に同じ

左に同じ

塵に同じ

左に同じ

仮処分、

本案手続

ｂ)放送時間

ｃ）同じ地域

の挿入・省略

ｅ）無償住

Ⅳ裁判手続
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（
５
）
た
と
え
ば
、
判
例
も
こ
の
こ
と
を
認
め
て
い
な
い
。
東
京
地
判
昭
五
一
一
・
七
・
一
一
一
一
判
時
八
五
七
号
三
○
頁
、
判
夕
一
一
一
五
○
号
一
一
一
一
八
頁
、

東
京
高
判
昭
五
五
・
九
・
一
一
一
○
判
時
九
八
一
号
四
三
頁
、
判
夕
四
一
一
一
一
一
号
七
○
頁
。

（
６
）
旨
・
幻
①
ｇ
】
ロ
：
門
・
の
呂
乏
①
旨
①
『
】
の
：
①
の
印
①
、
⑩
の
円
の
○
頁
》
ら
『
⑰
》
の
．
忠
．

（
７
）
幾
代
通
・
前
掲
四
五
一
一
一
頁
以
下
、
樋
ロ
陽
一
・
前
掲
判
夕
一
一
一
五
一
一
一
号
八
頁
以
下
。

（
８
）
幾
代
通
・
前
掲
四
六
三
、
四
六
四
頁
。

（
９
）
幾
代
通
・
前
掲
四
六
四
、
四
六
五
頁
。

（
、
）
幾
代
通
・
前
掲
四
六
五
頁
。

（
ｕ
）
幾
代
通
・
前
掲
四
六
五
～
四
六
七
頁
。

（
３
）
Ｅ
［
色
の
『
、
⑦
。
」
叩
：
い
、
、
可
：
病
ｂ
ｍ
の
。
①
、
①
ロ
。
閂
⑪
芦
の
」
』
§
ぬ
②
【
①
。
頁
冒
厨
日
・
図
ｌ
巨
毬
、
』
】
ｏ
蔦
⑪
耳
：
：
円

餌
日
日
ロ
員
⑪
】
の
日
愚
－
．
ご
目
：
の
Ｐ
Ｅ
ヨ
ム
・
印
・
腺
暉
［
【
・
参
照
。

（
４
）
幾
代
通
「
新
聞
に
よ
る
名
誉
段
損
と
反
論
権
」
『
私
法
学
の
新
た
な
展
開
』
（
我
妻
栄
先
生
追
悼
論
文
集
）
四
五
九
頁
、
樋
口
陽
一
「
言
論
の

●

自
由
と
反
論
掲
載
謂
求
権
の
関
係
ｌ
サ
ン
ケ
イ
新
聞
意
見
広
告
事
件
第
一
審
判
決
を
機
縁
と
す
る
ひ
と
つ
の
覚
書
Ｉ
」
判
夕
一
一
一
五
一
一
一
号
八

（
２
）
以
皿

よ
る
。

注（
１
）
こ
の
こ
と
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
【
・
句
・
【
『
・
Ｐ
：
同
》
Ｐ
『
ｍ
ｑ
ｐ
一
一
・
房
の
】
扇
の
・
目
目
目
Ｑ
面
目
肩
⑩
歯
ロ
目
的
の
：
い
や
日
：
１

回
５
ｍ
の
】
一
国
、
：
日
冨
の
Ｑ
］
の
ロ
３
．
頁
．
旨
い
富
の
ロ
切
呂
の
口
薯
冒
：
戸
且
庁
の
旨
の
蔦
」
】
：
の
宛
：
頁
の
。
『
：
目
顔
（
恩
⑪
（
：
目
［
片

旨
月
。
①
旨
の
Ｈ
）
・
円
：
日
、
⑩
Ｐ
こ
『
←
》
印
．
ｇ
魚
・
参
照
。

（
２
）
以
上
の
フ
ラ
ン
ス
法
の
叙
述
は
、
山
口
俊
夫
「
反
駁
権
ｌ
フ
ラ
ン
ス
法
を
中
心
と
し
て
ｌ
『
現
代
損
害
賠
償
法
講
座
２
』
一
一
八
四
頁
に

頁
以
下
。
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（
旧
）
し
。
、
。
ヴ
臼
の
．
曰
く
二
『
①
。
昏
二
】
。
旨
の
Ｈ
勺
の
『
８
口
｜
】
Ｏ
旨
丙
①
】
扇
⑪
８
口
旨
ロ
ロ
ロ
○
日
目
、
の
⑪
の
同
．
】
貝
の
ｓ
Ｅ
の
、
出
口
ロ
の
『
・

勺
の
Ｂ
ａ
目
一
口
◎
す
【
⑩
蔦
⑩
ｍ
８
口
薗
ロ
ロ
ニ
勺
【
①
の
③
①
【
Ｈ
①
』
す
①
茸
・
の
自
国
ｏ
官
①
目
口
日
諺
口
博
３
ｍ
①
Ｑ
①
⑪
口
巨
ロ
ロ
①
⑥
ロ
】
一
己
⑫
【
①
厨
Ｑ
の
『

］
回
⑪
【
旨
の
円
⑩
冒
耳
の
蒔
く
。
□
出
口
ロ
の
餌
Ｐ
ロ
①
門
巨
目
Ｑ
Ｐ
Ｑ
ｏ
屋
の
。
旨
菖
①
．
」
＠
日
・
の
・
圏
【
（
．

（
⑫
）
た
と
え
ば
、
ス
イ
ス
民
法
一
一
八
条
改
正
草
案
一
一
八
条
ｇ
一
項
は
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。
「
定
期
的
に
公
け
に
さ
れ
る
媒
体
、
特
に
定

期
刊
行
物
、
ラ
ジ
オ
、
テ
レ
ビ
に
お
け
る
事
実
描
写
に
よ
り
、
そ
の
人
格
を
直
接
に
影
響
さ
れ
た
者
は
、
反
論
権
を
有
す
る
」
。
な
お
、
ス
イ

ス
民
法
一
一
八
条
等
の
改
正
草
案
は
、
口
◎
厨
９
画
津
巨
Ｃ
の
ｎ
日
①
岸
日
の
目
。
、
烏
切
の
。
｝
胃
の
旨
①
口
⑪
：
：
園
亘
】
』
、
⑩
：
肩
目
：
３

（
や
①
厨
α
ロ
』
】
：
丙
①
胃
、
、
：
貝
ｎ
ｍ
衿
『
（
・
麗
刷
○
口
目
Ｑ
乞
○
宛
）
ご
・
目
ｍ
・
冨
巴
』
沼
画
・
の
．
＆
閏
，
に
所
収
。

（
旧
）
四
・
田
５
日
目
Ｐ
Ｃ
；
勺
の
『
＆
ロ
ー
』
・
蔦
の
鳶
の
同
の
・
頁
・
函
‐
少
且
」
忠
『
・
の
〒
⑫
愚
、
②
『
凹
国
・
宍
・
ｇ
Ｄ
ｍ
ｍ
勺
『
の
い
い
の
『
の
。
頁
］
】
９
の

固
貝
、
①
、
ロ
自
由
の
『
の
。
頁
寓
目
の
①
旨
の
く
の
【
囚
巨
、
の
日
の
目
①
、
５
ｍ
・
巴
⑤
。
⑪
」
ｇ
【
【
参
照
。

（
ｕ
）
そ
の
よ
う
な
事
例
で
、
掲
載
紙
と
し
て
指
定
さ
れ
た
新
聞
が
掲
載
義
務
者
の
反
論
掲
載
の
申
出
を
拒
絶
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
よ
う
な
反
論

権
は
無
意
味
と
な
る
。
し
か
し
、
広
告
料
収
入
が
入
る
の
で
あ
る
か
ら
、
商
業
紙
の
場
合
に
は
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
実
際
上
あ
り
え
な
い
。

ま
た
、
あ
る
一
私
人
が
、
特
定
の
新
聞
に
収
梢
広
告
、
謝
罪
広
告
を
命
ぜ
ら
れ
た
場
合
も
同
様
の
こ
と
が
起
り
う
る
。

（
焔
）
た
だ
し
、
オ
ラ
ン
ダ
で
は
、
新
聞
に
対
す
る
反
論
権
の
規
定
を
民
法
典
中
に
鯉
く
よ
う
な
民
法
改
正
が
企
て
ら
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

そ
こ
で
は
、
正
し
く
な
い
か
あ
る
い
は
不
完
全
な
記
事
で
あ
る
こ
と
を
要
件
に
し
、
そ
れ
に
対
し
、
訂
正
の
公
表
を
請
求
し
う
る
こ
と
に
な
っ

て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
【
’
四
日
目
Ｐ
５
・
ロ
回
ｍ
Ｏ
ｏ
ｍ
２
：
鳳
蔚
二
目
、
⑫
『
の
。
貝
】
ロ
：
ロ
ｚ
】
の
□
の
吋
］
：
ロ
・
】
員
伊
○
日
の
『

、
Ｑ
〕
』
⑪
：
い
、
旬
日
『
氏
四
・
四
・
○
・
ｂ
・
』
ｇ
・
を
参
照
。

（
焔
）
国
・
Ｚ
】
ロ
ロ
の
ａ
の
竜
・
□
四
⑪
四
二
ｍ
①
日
の
目
の
句
①
；
α
口
匡
◎
岸
民
①
耳
閂
の
◎
頁
．
ご
可
ロ
浜
②
Ｐ
の
・
麓
・

（
Ⅳ
）
屋
・
Ｅ
Ｅ
の
同
》
目
①
□
①
８
口
片
目
い
の
い
：
：
ロ
団
員
竃
日
［
：
『
勺
の
【
の
：
』
】
：
馬
】
扇
－
目
□
固
頁
：
⑪
。
冒
薗
①
の
．

□
句
俔
Ｈ
浜
哩
Ｐ
の
・
の
Ｐ
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（
即
）
円
・
冨
図
の
ｎ
．
Ｄ
Ｒ
５
ｐ
』
四
ｍ
：
：
、
の
】
吊
菖
の
］
一
】
ぬ
：
幻
の
：
〔
の
ｍ
・
冒
国
の
の
】
日
の
目
署
。
旨
①
且
の
：
の
口
勺
目
『
四
月
の
ｏ
冒
目
□

国
冒
』
５
円
［
：
Ｈ
：
閂
：
旨
・
乞
亀
・
の
．
。
、
『
Ｐ

（
幻
）
拙
稿
「
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
名
誉
設
損
的
王
張
の
収
消
請
求
権
に
つ
い
て
」
琉
大
法
学
二
五
号
八
頁
以
下
参
照
。

（
犯
〉
拙
稿
・
前
掲
、
一
○
頁
、
一
八
頁
。

（
躯
）
塚
本
重
頼
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
名
誉
設
損
の
特
殊
な
救
済
方
法
」
『
裁
判
法
の
諸
問
題
（
下
）
」
（
兼
子
博
士
還
暦
記
念
）
六
○
○
頁
、

新
聞
編
集
関
係
法
制
研
究
会
編
『
法
と
新
聞
」
二
一
一
一
八
頁
、
清
水
英
夫
「
意
見
広
告
事
件
の
法
的
・
社
会
的
問
題
点
」
法
セ
一
九
七
四
年
七
月

号
二
○
○
頁
、
五
十
嵐
清
「
サ
ン
ケ
イ
新
聞
意
見
広
告
事
件
」
昭
和
四
九
年
度
重
要
判
例
解
説
七
七
頁
、
堀
部
政
男
『
ア
ク
セ
ス
権
」
二
八
八
頁
、

奥
平
康
弘
『
知
る
権
利
」
七
、
八
頁
、
伊
藤
正
己
「
放
送
へ
の
ア
ク
セ
ス
と
現
行
法
制
」
『
放
送
制
度
ｌ
そ
の
現
状
と
展
望
１
１
』
八
九
、

九
○
頁
、
拙
稿
「
新
聞
社
に
対
す
る
反
論
文
掲
執
請
求
権
一
判
夕
四
一
一
一
九
号
一
一
一
一
三
頁
。

（
型
）
東
京
地
判
昭
五
一
一
・
七
・
一
一
一
一
判
時
八
五
七
号
一
一
一
○
頁
、
判
夕
三
五
○
号
一
一
二
八
頁
。
な
お
、
本
件
の
控
訴
審
判
決
、
東
京
高
判
昭
五
五
・

九
・
一
一
一
○
判
時
九
八
一
号
四
三
頁
、
判
夕
四
一
一
一
一
一
号
七
○
頁
は
、
こ
の
部
分
を
削
除
し
て
い
る
。

な
お
、
本
件
は
、
現
在
、
上
告
審
に
係
属
中
で
あ
る
。

＄
）
幾
代
通
・
前
掲
四
五
八
、
四
五
九
頁
。

（
妬
）
句
．
、
凹
貝
缶
月
の
⑪
戸
口
目
の
日
切
戸
乏
の
一
三
閃
：
こ
の
『
臼
、
：
頤
ご
冒
司
の
日
ロ
、
且
、
：
シ
『
冒
自
：
畠
：
の
『
の
】
：
．
□
国
屡

③
ｓ
四
三
・
○
剴
目
の
貫
く
。
門
亟
①
鼠
目
》
、
←
の
日
ｌ
］
・
口
：
．
【
Ｃ
日
日
。
ｐ
国
司
薗
日
国
】
く
】
一
日
・
“
の
⑪
。
ａ
：
畠
．
ｇ
菅
二
・

月
ｇ
曰
阻
①
ロ
・
乞
曽
・
印
・
｝
ざ
・

（
訂
）
西
山
俊
彦
『
保
全
処
分
概
論
」
四
九
頁
参
照
。

（
お
）
本
稿
（
三
）
琉
大
法
学
三
一
号
一
一
一
二
頁
。

グー、グー、

２０１９
、￣、ログ

前
注
（
皿
）
参
照
。
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（
犯
）

（
釦
）
前
庄
（
型
）
参
照
。

（
弧
）
最
判
昭
四

弱
）
我
妻
栄
『
事
務
管
理
・
不
当
利
得
・
不
法
行
為
』

本
稿
は
、
昭
和
五
七
年
度
、
五
八
年
度
、
五
九
年
度
の
科
学
研
究
費
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
を
な
す
も
の
で
あ
る
。

『
名
誉
と
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
」
七
三
頁
、

言
①
・
の
ｈ
・
回
・
Ｐ
Ｃ
・
］
ｍ
・
忌

●
一
ハ
●

民
集
二
○
巻
五
号

島
宗
彦
『
人
格
権
の
保
護
』

（
昭
和
五
九
年
一
○
月
一
五
日
）

九
八
頁
、
加
藤
一
郎
『
不
法
行
為
」
（
増
補
版
）

八
頁
。

四
六
頁
、
幾
代
通
「
不
法
行
為
』

九
六
頁
。

四
頁
、
五
十
嵐
清
Ⅱ
田
富
裕


